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第三次環境基本計画 重点分野の検討方針について（案） 
 
 
重点分野の検討については、以下の通りの要領で進めることとする。 

 
１．総合政策部会に対する報告の時期について 
主担当の委員から、１１月２４日、２５日、１２月１日、９日の中央環境審議会総合政策部
会において、順次報告して頂くこととする。 
なお、報告に際しては、総合政策部会における議論のために必要が有る場合は別に資料を添
付することとする。 
 
２．報告内容の第三次基本計画への反映方法について 
 個別分野の検討結果の成果物については、中央環境審議会総合政策部会における審議を経て、
修正の上、環境基本計画の当該部分の素案とする。 
その他の部分を含む第三次環境基本計画全体の素案については、部会長の指示の下に作成し、
当該素案について総合政策部会において議論を行い、最終的な第三次環境基本計画原案を策定
することとする。 
 
３．書式及び分量 
 環境基本計画の当該部分の素案とすることから、「ですます。」調の文章とする。分量として
は、第二次環境基本計画の戦略プログラムにおける分野ごとの分量と同程度とすることを目安
とする。（指標等を記述することから、若干分量が増えることは可とする。） 
 
４．構成 
それぞれの分野ごとに 
① 現状と課題 
② 中長期的な目標 
③ 施策の基本的方向 
④ 重点的取組事項 
⑤ 取組推進に向けた指標（及び具体的な目標 ※具体的な目標を提示する場合。） 

の５つの小見出しを持つ文章とする。 
 
５．中長期的な目標について 
 ２１世紀最初の四半世紀の内に達成すべき目標を記述することを基本とする。ただし個別計
画等に別に目標年次が定められている場合には、その目標年次を踏まえて記述することを可と
する。 
 
６．施策の基本的方向について 
 ２１世紀最初の四半世紀における環境保全施策や取組の基本的方向を記述することとする。 
「第三次環境基本計画策定に向けた考え方」中「三．今後の環境政策の展開の方向」を踏ま
えた方向となるように検討を行うこととする。 
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７．重点的取組事項について 
 基本的方向で示した方向を実現するために国として重点的に取り組む事項を明らかにするこ
ととする。 
 「第三次環境基本計画策定に向けた考え方」中「三．今後の環境政策の展開の方向」に記述
された内容を具体化するものとなるように検討することとする。 
主体ごとに取り組むべきことについて、それを促進するための国としての取組を明らかにす
ることとする。 
 
８．主体ごとに取り組むべきことについて 
 環境保全に結びつく行動を促す観点から、国民、事業者、民間団体、地方公共団体、国とい
った主体ごとに、それぞれが取り組むべきことを明らかにすることとする。 
 とりあげる主体、分け方については分野によることとする。 
特に地方分権や行財政改革の中で整理された国と地方の役割分担の在り方を踏まえ、環境行
政において、市町村、都道府県、国それぞれに期待される役割について、必要に応じ、明らか
にするよう努めることとする。 
 施策の基本的方向の記述の中又は重点的取組事項の冒頭に記述することとする。 
 
９．指標（及び具体的な目標）について 
目標の達成状況や取組の進展状況を把握するための指標について検討を行い、具体的な案を
策定するように努めることとする。 
 ここで目標を示す場合には、５年等一定期間後の目標を提示することとする。 
 
１０．その他 
 それぞれの分野が密接な関係を有することに留意して記述することとする。したがって、そ
れぞれの分野に概念的に他の分野に関連する記述がおこなわれることは可とする。 
分野間の記述の調整については、部会長の指導を受けつつ、主担当の委員が事務局と相談し
つつ相互の連絡を行い、それぞれの分野の検討に反映させることとする。ただし、最終的な整
理については総合政策部会において行うこととする。 


